
別紙１

審査基準

評価項目 評価基準 配点

１ 事業内容及び実施方法 ６０／１００

・事業の目的・趣旨との整合性 ・事業の目的及び趣旨との整合性が取れているか。 ５

・事業内容の妥当性 ・県の物産振興事業として妥当な内容であるか。

・仕様書の趣旨を踏まえた内容となっているか。

・業務内容及び業務量に応じた費用積算となってい

るか。

１０

・業務内容 ・商品の選定や店舗構成、商品の仕入方法等の実施

方法が具体的かつ実現性の高い内容となっている

か。

・関西での大分県産品の認知度や人気を把握し、よ

り多くの売上が見込まれる内容となっているか。

・関西のマーケットニーズや消費者動向を踏まえた

商品選定やイベント企画と内容となっているか。

２０

・独創性・創意工夫の有無 ・運営が円滑にできるよう工夫された内容となって

いるか。

・独創性のある内容となっているか。

１０

・魅力発信の妥当性 ・関西圏の消費者へ商品の魅力と味力が伝わる効果

的な内容となっているか。

・大分県を広くＰＲできるものとなっているか。

１５

２ 事業実施主体の適格性 ４０／１００

・実施体制の適格性 ・事業が遂行可能な人員の確保がなされているか。

・手法、日程等に無理がないか。

・県からの要望等に迅速・柔軟に対応できる体制が

備わっているか。

１５

・知見、専門性等の有無 ・当該事業に関する知見、ノウハウを有しているか。 １０

・実績の有無 ・過去の官公庁との契約実績はどの程度のものか。

・当該事業と同様の事業の過去の契約実績はどの程

度のものか。

１０

・経理処理能力の適格性 ・事業を行う上で適切な財政基盤、一般的な経理処

理能力を有しているか。
５

審査員３人の総計３００点中、１５１点を最低ラインの目安とし、これを下回る場合は審査

員間で協議する。


